
わが社のマイルール 基本項目に関し、詳細な取組を
自ら定め、実行します。

（第 　　　　　号）協　定　書

 基　本　項　目 
 施設等の衛生管理　　　　　  商品の品質管理
 従事者等の衛生管理　　　　  問題発生時の危機管理
～ 以外の食の安全・安心に関する事項

札幌市は、本協定について消費者及び事業者の理解と協力を得る
ことができるよう広報などの支援を積極的に行います。

札幌市
市　長

平成24年7月13日

120009

センチュリーロイヤルホテルと札幌市によるさっぽろ食の安全・安心推進協定

札幌国際観光株式会社
代表取締役

●店舗・厨房など施設全体について、整理整頓・
清掃を行い、常に清潔な状態でお客様をお迎
えします。
●従事者は、「始業前の点検表」による衛生チェッ
クを行った上で作業に従事し、また定期的に
抜き打ち検査を実施し、衛生意識の向上に努
めます。
●北海道の安全で新鮮な食材にこだわり、おい
しい食事の提供に心がけます。
●食の安全・安心に向けた自主的取組として、
当社は、札幌市食品衛生管理認定制度「しょ
くまる」の第１号の認定を受けました。現在、
調理全４施設で認定を受けており、徹底した
衛生管理に努めます。

センチュリーロイヤルホテルと札幌市は、
「安全・安心な食のまち・さっぽろ」の創
造を目指し、食の安全確保と消費者への
信頼の向上に向け、以下のとおり連携・
協働して取り組みます。
センチュリーロイヤルホテルは、これまで進めてきた食の安全確
保と消費者への信頼の向上に係る各種取組のうち、次の基本項目
に係る取組について、より一層積極的かつ自主的に取り組みます。

上田　文雄桶川　昌幸


